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Ⅰ．富谷市の概要

富谷市は、宮城県のほぼ中央に位置し、南部丘陵地帯を占めています。

市の南側は、丘陵森林地帯を境に、仙台市泉区及び宮城野区岩切、利府町と接しています。北側

は、黒川平野の耕地に面して、大和町に囲まれるように接しています。

仙台市に隣接し、南北に国道 4号や東北自動車道が通り、交通環境にも優れた特性を持ち、泉イ

ンターチェンジや大和インターチェンジまで約５キロメートル圏内の距離にあります。

宮城県の地形を大別すると、西部山地帯、東部山地帯、中央低地帯の三つに分けられます。この

うち、中央低地帯というのが富谷市の属している部分で、200 から 300 メートルの高度をもつ丘陵

地帯となっており、陸前丘陵と呼ばれています。この陸前丘陵の端で、仙台平野に挟まれるように

富谷があります。

富谷地方の地形は、おおむね南方に高く、明石の鍋山が標高131メートル、大亀の大亀山が118メー

トル、他は 100 メートル以下の丘陵が起伏しています。

河川は、南部の丘陵地帯に源を発する西川が吉田川と合流し、また大和町小野方面から流れてく

る竹林川が、宮床川そして吉田川に合流しています。

地質は、谷沿いの平地部分が砂・礫・粘土（沖積平野堆積物）であるほか、東南西部の丘陵が偽

層砂岩・礫質砂岩、仙台市泉区との境界部が凝灰質シルト岩・凝灰岩です。

１．位置

２．地勢
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・事務局 

課 担当 分掌事務 

教育総務課 教育総務担当 総務業務 

（１） 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。 

（２） 市長の事務部局，市議会その他の執行機関との連絡調整に関すること。 

（３） 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。 

（４） 教育委員会事務局（以下「事務局」という。）の組織及び事務局の職員の

定数に関すること。 

（５） 事務局及び教育機関の職員（県費負担教職員を除く。）の人事，服務，勤

務条件 研修及び福利厚生に関すること。 

（６） 附属機関の委員の人事に関すること。 

（７） 教育委員会の規則等の制定改廃に関すること。 

（８） 請願及び陳情に関すること。 

（９） 公印に関すること。 

（10） 表彰及び交際に関すること。 

（11） 共催及び後援に関すること。 

（12） 奨学及び育英に関すること。 

（13） 教育委員会の所掌に係る予算及び決算に関すること。 

（14） 教育財産の取得 管理及び処分に関すること。 

（15） 教育委員会所管の学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 

（16） 学校施設の建設改良に関すること。 

（17） 学校施設の維持管理に関すること。 

（18） 教育行政の調査，統計及び広報に関すること。 

（19） 教育関係の補助金 負担金及び交付金の申請及び執行に関すること。 

（20） 通学区域の総合的調整に関すること。 

（21） 学校事務の共同実施に関すること。 

（22） 災害共済給付に関すること。 

（23） 法第２６条の規定による点検及び評価並びに公表に関すること。 

（24） 幼稚園の組織編制その他管理に関すること。 

(25) 子どものための教育・保育給付認定(富谷市立幼稚園の園児の申請に係るも

のに限る。)に関すること。 

(26) 子育てのための施設等利用給付に関すること(保健福祉部所管分を除く。)。

（27） 課の庶務に関すること。 

（28） 前各号に掲げるもののほか，他の課及び担当の所管に属しない事項 

の調整に関すること。 

学校教育担当 学校教育業務 

（１） 学校教育の調査，統計及び広報に関すること。 

（２） 学校教育関係の補助金，負担金及び交付金等の申請及び執行に関すること。

（３） 就学事務に関すること。 

（４） 教育委員会所管の県費負担教職員の人事，研修及び福利厚生に関すること。

教育

局 

課 担当  

  総務 務 

（１） 教育行政の総合 な企画及び調整に関すること。 

（２） 市長の事務部局 市議会その他の執行機関との  

（３） 教育委員会の会議 び教 委員に す と  

 教育委員会事務

数に関すること  

 事務 及び教育機関の職員（県費負担

条件，研修及び福利厚生に関すること  

（６） 附属機関の委員の人事に関する と  

（７） 教育委員会の規則等の制定  

（８） 請願及び陳情 関  

（９） 公印に関する と  

（10） 表彰及び交際に関する と。 

（11） 共催及び後援に関する と  

（12） 奨学及び育英に関すること  

（13） 教育委員会の所 に係る予算及び決算に関す  

（14） 教育財産の取得 管理及び処分に関すること  

（15） 教育委員会所管の学校その他教育  

（16） 学校施設の建設改良に関する と。 

（17） 学校施設の維持 理に関すること  

（18） 教育行政の調査 計及び広報に関すること  

（19） 教育関係の補助金 負担金及び交付  

（20） 通学区域の総合的調整に関す こと  

（21） 学校事務の共同実施に関す  

（22） 災害共済給付に関すること  

（23） 法第２６条の規定による点検及び評価並びに  

（24） 幼稚園の組織編制その他管理に関すること。 

 子どものための教育 保

に限る )に関する と  

(26) 子育てのための施設等利

（27） 課の庶務に関する と  

 前各号に掲げ もの  

の調整に  

 学校 育業務 

（１） 学校教育の調査 統計 び広報に関すること  

（２） 学校教育関係の補 金

（３） 就学事務に関すること。 

 

３．教育委員会事務局、教育機関分掌事務
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○スローガン「学びのまち富谷」

生涯にわたり，心身ともに健やかで，豊かな情操と道徳性を備えた人間性をめざし，幼児・児童・

生徒の発達段階に応じた基礎的・基本的内容の定着を図るとともに，主体的に考え，判断し，自ら

課題を解決する力を習得し，たくましく生きる力の育成をめざした教育の推進を図る。

また，ユネスコ憲章にのっとり ESD（持続可能な開発のための教育）を推進するとともに，地域

性を踏まえ，創意工夫を生かした「地域と共に育つ学校」の具現化を図り，魅力のある学校経営の

実現に努める。

１－１幼児教育の充実

（１）幼稚園教育要領を踏まえた特色ある幼児教育の実践

① 幼稚園教育要領への迅速な対応

② 公立幼稚園のユネスコスクール活動

（２）幼児教育体制の充実

① 幼児のニーズに合った職員の配置

（３）継続して学び合う力を育成する連携体制の充実

① 幼・保・小連携強化のための事業の実施

（４）子育て家庭への支援の充実

① 子育て家庭への教育支援に向けたあり方の検討、関係機関の連携強化

② 利用ニーズに対応する預かり保育の実施

（５）公立幼稚園・私立幼稚園の役割の確立

① 公立幼稚園の民営化に向けた事業計画の検討

１－２魅力のある学校づくり

（１）学校評価を生かした教育課程の編成

① 学習指導要領に合わせた教育課程の実施

（２）ユネスコスクール活動・ESD（持続可能な開発のための教育）の推進

① 中学校区毎の小・中学校の一貫した ESD カリキュラムの実践

② 国内外のユネスコスクールとの交流

（３）学校図書館を活用した読書習慣の形成《重点事業》

① 学校図書館指導計画の作成と活用

② ボランティア等を活用した読み聞かせや環境づくり

１－３学力の定着

（１）学び合う教師集団の確立と ｢学び合い ｣の授業の定着

① 学び合い推進会議、授業研究中心の市内研修会の実施（拡充）

１．学校教育の推進施策

富谷市教育振興基本計画 基本目標１ 22 世紀の礎を築く 富谷の学校教育

Ⅳ．学校教育
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② ｢学びの共同体 ｣パイロットスクールの指定

（２）課題解決的な学習の推進

① ｢学び合い ｣の学習の実施（拡充）

② 調べる学習相談会の実施

（３）発達段階に応じた系統的なキャリア教育の実施

① キャリア教育プログラムの実践

（４）情報活用能力の定着

① 地域資源 (人材、企業等 )の活用

（５）学力差をなくす学習環境の推進

① ICT 環境の有効活用

１－４子どもに寄り添う特別支援教育の充実

（１）一人ひとりのニーズに即した特別支援教育の充実

① 特別支援教育の体制強化（拡充）

（２）障がいを持つ児童・生徒に寄り添うための多様な連携の推進

① 就学相談や教育相談の充実及び連携体制の強化（拡充）

（３）障がいに関する理解の普及

① 障がいの理解を深める取組に向けた関係機関との連携強化（拡充）

② 障がいを理解するための研修会・講演会等の実施

１－５心の豊かさと社会を生き抜く力の定着

（１）教育活動全領域での効果的な道徳教育の実践《重点事業》

① 道徳教育の要となる「特別の教科 道徳」のカリキュラムの充実

（２）組織的・計画的な生徒指導による基本的な生活習慣の確立

① 生徒指導担当者等連絡会の実施

② 生活習慣や学習習慣の確立に向け、幼稚園と義務教育 9年間を見据えた行動目標の実践

（３）福祉教育の充実

① 福祉教育の推進

（４）環境教育の充実

① 再生可能エネルギーを中心とした環境教育の実施

（５）英語教育、国際理解教育の推進

① 英語カリキュラムの

（６）ふるさと ｢富谷 ｣に誇りと愛着を育む教育の推進《重点事業》

① 地域学校協働活動推進事業の実施（拡充）

（７）教育相談・就学相談の充実《重点事業》

① 就学相談や教育相談の充実及び連携体制の強化（拡充）(施策 1-4 (2) 再掲 )

（８）いじめの未然防止と早期解決の体制の充実《重点事業》

① 学校、保護者、地域が一体となったいじめ防止の取組

② いじめに関する調査(各学校で毎月 )の実施、調査結果の児童・生徒及び保護者への周知

③ いじめの未然防止に向け、児童・生徒同士による取組 (生徒会サミット等 )

（９）不登校対策の組織的な推進《重点事業》

① 教育支援センターの充実

実践
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② 不登校特例校富谷中学校西成田教室の充実

③ スクールソーシャルワーカーの定期巡回

１－６健やかな心身の健康づくり

（１）適切な運動の計画的実践と環境の充実

① 部活動地域移行の検討 (新規 )

② 運動能力向上プランの改定

（２）学校給食センター（eはーと）を活用し、家庭と連携した食育の充実

① 家庭向け食育教育の実施（拡充）

② 食育推進事業の実施

（３）心身の健康指導と生活支援の実施

① 系統的な保健学習の実施（拡充）

（４）発達段階に応じた防犯・防災・安全教育の充実

① 学校の防災教育と地域の防災活動の連携推進（拡充）

１－７地域・学校・家庭のつながりの強化

（１）連携・協働による教育活動の推進

① 学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の導入（新規）

② 地域学校協働活動推進事業の実施（拡充）

（２）地域の人材等を活用した多様な教育プログラムの実践

① 地域資源を生かしたプログラムの実践（拡充）

（３）家庭の教育力を支える環境づくりの推進

① 学校ホームページの充実

（４）学校評価を活用した地域とともに育つ教育の推進

① 学習指導要領を踏まえた評価項目の見直し

② ホームページを活用した教育活動の積極的な情報発信

１－８快適・安全・安心な教育環境の整備

（１）教育施設・設備の計画的整備

① 幼児・児童・生徒が安心して学ぶための幼稚園、小・中学校施設の計画的な整備

（２）学校施設の安全管理の徹底と有効利用

① 施設の適正な維持管理

（３）教材・教具・教育資料の整備

① ICT 機器の計画的な整備

（４）教職員の ICT 指導力向上

① 教職員の ICT 指導研修の実施（拡充）

（５）就学の経済及び生活支援

① 就学援助事業の実施

② 奨学金貸付制度の研究
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Ⅴ．社会教育

２－１生涯学習推進体制の充実

（１）生涯学習推進基盤の整備《重点事業》

① 富谷市民図書館等複合施設の整備

（２）コミュニティ活動と生涯学習との連動

① 地域を担うリーダー養成研修の実施

２－２公民館活動の充実

（１）多様な学習講座と事業の展開

① 地域の多様なニーズに対応する生涯学習講座の実施（拡充）

（２）公民館の拠点機能の向上《重点事業》

① 社会教育施設長寿命化計画に基づく適切な施設管理

富谷市教育振興基本計画 基本目標３ 芸術・文化の継承・創造、文化財の保護・活用

３－１芸術・文化の継承・創造

（１）郷土の伝統文化の継承

① 伝統芸能の後継者育成

（２）市民主体の芸術・文化活動の活性化

① 文化施設（文化芸術の創造拠点）の整備に向けた検討

② 芸術・文化団体の発表の支援

３－２文化財の保護・活用

（１）文化財の保護・活用

① 民俗ギャラリーの効果的運営

② 内ヶ崎作三郎記念館の効果的運営

（２）文化財保持団体の育成・支援

① 無形民俗文化財保持団体への支援

富谷市教育振興基本計画 基本目標２ 循環型生涯学習社会の推進

１．社会教育の推進施策
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４－１生涯スポーツを楽しむ機会の充実

（１）健康・体力保持増進活動の充実

① トレーニング機器設置の整備（拡充）

② トレーニング講習会の開催

（２）コミュニティスポーツ活動の充実

① スポーツ推進委員派遣事業の実施（拡充）

（３）みるスポーツ、支えるスポーツの普及

① スポーツ競技大会の開催誘致

② プロスポーツの練習場等の誘致

４－２指導体制の充実、競技スポーツの普及

（１）スポーツ・レクリエーション指導者の充実

① ｢公認スポーツ指導者 ｣登録者制度に向けた取組（拡充）

（２）競技スポーツの普及

① ニーズに即したスポーツ教室の開催

４－３生涯スポーツを支える体制・環境の充実

（１）運動拠点施設の充実

① スポーツ施設・設備の計画的な整備（拡充）

② 施設の長寿命化計画に基づく適切な維持管理

（２）生涯スポーツを支える体制の充実

① 組織間の連携強化（拡充）

② 第２期「富谷市スポーツ推進計画」に基づく生涯スポーツの実践

富谷市教育振興基本計画 基本目標４ 生涯スポーツの推進
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①地域の多様なニーズに対応する生涯学習講座の実施（拡充）

【住民ニーズに合った現代社会に求められている事業の展開】

イ 公民館図書室の土・日曜日の開室

ロ 学習室（スペース）における学習の場の提供

常設：富ケ丘・あけの平・日吉台

ハ 老人クラブ事務局担当と事業展開の支援

ニ 公民館利用団体の自主的活動の推進

・各種サークルへの活動支援

・サークル登録の条件：原則として５名以上の会員で構成

会員の過半数が富谷市民又は在勤又は在学

・施設使用料：減免

登録サークル数（2023 生涯学習のススメより）

公民館 富谷中央 富ケ丘 東向陽台 あけの平 日吉台 成田 計

教養・趣味 20 16 16 15 14 9 90

スポーツ 10 21 17 11 25 26 110

計 30 37 33 26 39 35 200

【地域，学校，家庭との連携充実】

イ 多様な体験と地域との交流を深める放課後子ども教室の充実

・地域人材活用による事業展開（コーディネーター・学習アドバイザー・安全管理員）

ロ 地域人材の活用と交流を図る「富谷市地域・学校・家庭をつなぐ取組」推進

・学校支援地域本部の各公民館での設置と地域教育協議会の開催

・地域ボランティアの募集とボランティア養成講座の企画

ハ よりよい子育てを学ぶ機会の充実

・児童館的機能として，保育士有資格者５人の配置

・親子遊びの提供や育児相談等に対応

ニ 地域と連携した家庭教育の推進

・家庭教育支援チーム会議（県生涯学習課主催）への参加

２－２公民館活動の充実

内 容 担 当 期 日 場 所

事務局
庶務：東向陽台公民館

会計：富谷中央公民館
－ －

シニアスポーツ大会 あけの平公民館 ６月 20 日（火） 総合運動公園グランド

健康事業 (新規 ) 日吉台公民館 ９月初旬 富谷スポーツセンター

（１）多様な学習講座と事業の展開
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【各世代を対象とした事業の充実】

イ 幼児教育の推進（家庭教育事業としての位置づけ）

「親子あそび」のふれあいを中心とした幼児学級の開設

ロ 児童教育の推進（世代間交流事業・児童教育事業）

世代間交流事業：野菜の栽培や茶道体験などを通し，児童と地域の大人達との世代

間の交流を図る。

児童教育事業 ：放課後や夏休みなどの長期休業中に，異年齢集団の中での様々な体

験活動を通じ，良好な人間関係を築いていく。

ハ 女性教育の推進

子育て支援の観点からの学習講座の開設

ニ 青少年教育の推進

ホ 成人教育の推進

ヘ 高齢者教育の推進

～とみや学園～

富谷市内にお住まいの概ね６０歳以上の男女を対象に，学習やスポーツ・文化活動を通

して仲間とふれあいを深めると共に，自らが積極的に明るく楽しい充実した学園ライフ

「生きがい・豊かな人生」「健康づくり」「社会活動」などの領域から年８回実施。

【芸術・文化・国際理解活動の充実】

イ 芸術・文化・国際理解事業への取組

文化協会事務局を担当

ロ 各種サークル等への活動支援

ハ「小さな小さな美術館」における芸術活動の推進

各公民館に展示スペースを設け，登録サークルの作品や児童生徒の作品，地域の方

々の作品などを月毎に内容を変更しながら展示するもの。

ニ 市役所交流ホールにおける音楽を中心としたミニ発表会の運営

昼休み時間に開催（不定期）

【情報提供活動の充実】

イ 図書活動の推進

・図書指導員（図書館司書有資格者）の配置

・利用者のリクエストを参考にした新刊本の購入

・図書室環境の整備や図書だよりの発行

・相互貸借サービスの利用により，県内公立図書館からの図書の取り寄せが可能

公民館名 学級名 対 象 実施機関・期日

富谷中央
富谷伝承芸能教室

「富谷田植踊り教室」
成人男女 5～ 11 月・不定期
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・休日における貸し出し業務の実施

・図書館等複合施設設置準備室（生涯学習課）との連携

ロ 図書システムを活用した図書貸出しの推進

・登録カード使用による貸し出し業務の簡略化

・公民館図書室のネットワークシステムにより，どこの公民館からでも貸し出しが可能

・パソコンや携帯電話等による検索

ハ 生涯学習情報の提供

・公民館だよりの学校等への情報提供

・市広報・市ホームページによる各公民館イベント情報（美術館展示内容・世代間交流室

での事業内容・公民館まつり案内等）の提供

（２）公民館の拠点機能の向上

・管理人の夜間及び休日の常駐化

・実行委員会組織による工夫を凝らした公民館まつりの展開（ゲスト出演）

・子育てサロンの展開（東向陽台・成田・あけの平・富ケ丘・日吉台公民館）
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５．生涯学習関係機関一覧

NO 関係機関 住所・電話番号・ＦＡＸ番号

１

生涯学習課

・生涯学習担当

・体育振興担当

・図書館等複合施設開館準備室

住 所：富谷市一ノ関臑合山６－８

電話番号：０２２－３５８－５４００

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３５８－９１５９

２

富谷市総合運動公園

・富谷スポーツセンター

・富谷武道館

・富谷市総合運動公園グランド

・富谷市総合運動公園テニスコート

・富谷市総合運動公園

レクリエーション広場

住 所：富谷市一ノ関臑合山６－８

電話番号：０２２－３５８－５４００

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３５８－９１５９

・富谷市総合運動公園スポーツ交流館 住 所：富谷市一ノ関川又山２－１８

電話番号：０２２－３４８－１８０８

3
公
民
館

富谷中央公民館

住 所：富谷市富谷西沢１３

電話番号：０２２－３５８－２０３６

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３５８－５４１０

富ケ丘公民館

住 所：富谷市富ケ丘三丁目１－２８

電話番号：０２２－３５８－２５３８

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３４８－１２５３

東向陽台公民館

住 所：富谷市明石台一丁目１

電話番号：０２２－３７３－８２７１

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－７７２－８２５５

あけの平公民館

住 所：富谷市あけの平二丁目２２－１４

電話番号：０２２－３５８－９２７７

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３４８－１２５２

日吉台公民館

住 所：富谷市日吉台二丁目２２－１５

電話番号：０２２－３５８－８２９３

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３４８－１２２５

成田公民館

住 所：富谷市成田一丁目１－１

電話番号：０２２－３４８－３９５５

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３４８－３０２４

4 富谷市民俗ギャラリー

住 所：富谷市富谷新町９５

電話番号：０２２－３５８－１５３１

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３５８－１４４８

5 西成田コミュニティセンター

住 所：富谷市西成田郷田一番９４

電話番号：０２２－３５８－２５５１

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３５８－２５５１

6 文化創造の森大黒澤苑

住 所：富谷市明石二反目４２

電話番号：０２２－３４８－８１０５

Ｆ Ａ Ｘ：なし

７ 内ケ崎作三郎記念館

住 所：富谷市富谷新町１１１－１

電話番号：０２２－３４７－３３４４

ＦＡＸ：なし
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